
１　事業計画策定の趣旨等

　2024(令和6)年度を初年度とする「中期事業計画」は、2028(令和10)年度までの5年間に

おける経営理念の実現に向けた、具体的目標とそれを達成するための取組方針を定めたもので、

計画期間中の単年度ごとの「事業計画」は、この方針を着実に実践するための道標となるもの。

２　重点取組事項

（１）経営に関する基本姿勢　～「コンプライアンスの徹底と公正で透明性高い組織構築」

　倫理や法令等の遵守の徹底に向けた管理体制を整備するとともに、社会的ルール遵守の重要性

について、普及啓発に努める。また、理事会、評議員会、理事、監事及び評議員の相互牽制機能

を十分果たし、緊張感ある法人経営の実現に努める。さらに、財務指標に基づく経営分析等を

行い、経営状況の把握に努めるとともに、将来を見通した計画的かつ効率的な事業運営を行う

ため、適切な収益性の確保を図る。

（２）支援に対する基本姿勢　～「利用者の人権尊重と福祉サービスの質の向上」

　利用者の人権を尊重し尊厳を守るため、虐待等の早期発見・早期対応に向けた取組を強化する

とともに、個人情報保護に最大限の配慮をし、利用者の私有財産の適切な管理のため、成年後見

制度の活用を促進する。また、利用者に対するサービスの質の向上を図るための工夫をする。

さらに、利用者の安全面、とりわけ地震・津波への備えと新型コロナウイルス等の感染症対策

には最大限の配慮をする。

（３）地域社会に対する基本姿勢　～「地域における公益的取組みと情報発信」

　地域の「福祉の総合相談窓口」として、多様な相談に応じる機能や適切な機関につなぐ機能を

発揮する。また、地域における新たな公益的取組や他の機関との連携・協働による取組について

検討する。さらに、経営の透明性を確保するため、法人の業務及び財務情報などを社会や地域に

対して積極的に公表する。

（４）福祉人材に対する基本姿勢　～「やりがいある職場環境づくりと人材育成」

　業務マニュアルの整備を進め、業務の標準化、共有化を図り、統一した業務行動を実践すると

ともに、ＩＣＴなどの先進的技術を活用した業務の効率化を積極的に推進する。また、職員の

適正規模を確保するため、計画に基づき様々なツールを活用して募集・採用に努めるとともに、

「働き方改革」の基本的考え方に基づき、個々の職員が多様な働き方を選択できる職場を実現し、

一人ひとりがより良い将来展望を持てるよう努める。さらに、人材育成のため、資格取得の促進

や研修受講の奨励を行うなど、次の時代のリーダーを育てるためのシステム構築を検討する。
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３　施設・設備の整備

（１）駐車場等の改修工事

　学園内の駐車場及び作業棟・食堂棟周辺にくぼみ、うねり、割れなどが増えてきたため、路面

の全面改修工事を実施（工事費：19,800千円）。

（２）設備・備品等の整備

〇　「避難場所表示灯」のランプの交換時期到来につき、機器を取替（31箇所：1,200千円）。

〇　パソコンのOS「Windows10」のサポートが今年10月で終了するため、該当する機器を

　更新（13台：2,500千円）

〇　送迎用車「ハイエースワゴン」の更新（3,800千円(うちJKA補助：2,200千円)）

〇　これまで使用していた給与管理ソフトのサポートが令和６年５月に突然終了したので、

　新たに給与管理ソフトを購入（給与大臣：700千円）

４　阿南淡島会が運営する各事業

・  淡島学園 定員80名

・ 〃 定員70名

・ 〃 定員  2名

・  淡島学園 計画相談支援 ■令和７年４月１日現在の状況

　　

５　法人の評議員、理事及び監事

　「評議員会(評議員7名)」は、6月の定時評議員会で令和６年度決算及び役員改選等を審議。

　「理事会(理事6名)」は、5月に令和6年度決算等を審議。定時評議員会での役員選任決議後、

理事会を開き、理事長及び業務執行理事の選任を決議。12月に第1次補正予算等を審議、翌年

3月には第2次補正予算と次年度の事業計画･予算等を審議。

　「監事」は、5月の理事会までに令和6年度の会計処理状況及び法人･施設の運営状況について

監査し、その結果を5月の理事会及び6月の評議員会において報告。

【役員の任期満了と改選】

　理事・監事の任期は、令和7年6月の定時評議員会の終結の時まで。新役員は、今年6月の定時

評議員会にて決議・選任され、任期は令和9年6月の定時評議員会終結の時までとなる。

　なお、新役員選任後、新たな「理事長」及び「業務執行理事」は、定時評議員会終結後に開催

される理事会において選定。

男
〃

〃

〃

・

・

地域相談支援（地域移行支援）

地域相談支援（地域定着支援）

障害児相談支援

女
・

計

73

20

93

（淡島学園の所在地）障害者支援施設

相 談 支 援 事 業

徳島県阿南市西路見町姥6番地7

生活介護＋入所

生活介護（通所）

計 40

39

14

53

34

6

生活介護

施設入所

短期入所
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　常勤職員の平均年齢は48.5歳（男46.3歳、女50.4歳）。年代別構成は、20代 3名（8.6%）、

30代 5名（14.3%）、40代 11名（31.4%）、50代 11名（31.4%）、60代以上 7名

（14.3%）となっている。

　新たな人材確保のため積極的な情報発信による「見える化・見せる化」を推進してブランド力･

知名度を高めるとともに、ハローワーク、アイネット、学園や県知的障害者福祉協会のホーム

ページなど、様々なツールを活用して募集・採用に努めることとする。

　また、年休５日以上の取得促進や育児休業制度の取り組み、ソウエルクラブ加入など福利厚生

面の充実を図ることとする。

７　新型コロナウイルス等の感染防止対策

　新型コロナ感染症はインフルエンザなどと同じ５類感染症に分類変更されたが、入所者に感染

すると園内で拡大する恐れがあるため、改めて「施設内への感染阻止」に向け、徹底した取り

組みを進めるとともに、インフルエンザやノロウイルス等の感染症についても万全の感染対策を

実施する。

（施設の予防策）

① 職員、利用者とも「マスクの着用」「手指消毒の徹底」を図ること

② 職員は毎日、出勤前に検温して、健康状況を把握すること

③ 利用者は定期的に検温を実施し、37.5度以上の場合は他の利用者から隔離すること

④ 園舎内の消毒の徹底とともに、定期的に窓、出入口を開けて空気を入れ替えること

（外部からの感染防止対策）

⑤ 通所者と入所者の日中の生活エリアを区分けして支援すること

⑥ 通所者の迎えの際には、車に乗る前に検温して発熱の状況を把握すること

⑦ 外部の方が園舎内に立ち入る際には、受付で検温、手指消毒を行うこと

⑧ 感染状況がひっ迫した場合、通所者の生活介護の受入れ中止、入所者の外泊の取り止めや

 面会の制限などを行うこと

（事業継続計画）

　令和６年度に策定した「感染症関係の事業継続計画(BCP)」に基づき行動するとともに、日頃

の感染防止対策を強力に推進することとする。

2 (2)

2

1

1

(1)

(1)

■常勤職員
施 設 長
（園長）

(1)

1

0

3

114

38

0

(3)281

(4)

16

1

※兼務職員は、本務先に計上するとともに、兼務先に(　)で外書

35

女

６年度当初

(2)

0

1

0

事 務 員
相談支援
専門員

25 (6)1 1

合　計看 護 師 栄 養 士

(3) 4

男

■ 非常勤職員は、生活介護、夜勤、洗濯、送迎及び看護業務あわせて10名（前年4月比＋2名）

〇常勤職員の兼務の内訳 →
サービス管理責任者(2)は生活支援員本務、生活支援員(3)は事務員本務、
相談支援専門員(1)は生活支援員本務

4

７年度当初

11 (3)

サービス
管理責任者

生活支援員

1

６　職員

1

1 (1)

(2) 1

(2)

(7)

19

1

1
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８　地震・津波災害を想定した事業継続計画（BCP）の充実

　南海トラフ地震は、100～150年間隔で繰り返し発生してきた大規模地震。前回の発生から

70年以上経過した現在では、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まっている。当法人・学園

においては、災害発生時に利用者及び職員が安全に避難ができ、その後、最低限のサービス提供

を維持していくことが求められている。このため、令和６年度改訂の「事業継続計画(BCP)」を

活用し、「いざ発災時」に円滑な行動がとれるよう、日頃から訓練を重ねていきたい。

（事業継続に向けた取り組みの基本方針）

 能力の継続的強化に努めること

（職員の参集基準）

① 初動職員

　　・行動基準 阿南市で震度５弱以上の地震が発生したとき、自動参集

　　・参集対象者　　 管理者、サビ管、防災委員、各班長、事務室職員、看護師

② その他の職員

　　・行動基準 阿南市で震度5強以上の地震が発生したとき、自動参集

　　・参集対象者　　 「初動職員」以外の常勤職員

① 災害時には、利用者及び職員とその家族の人命安全と生活を最優先に考えること

② 地域社会での福祉の安全･安心に貢献すること

③ 利用者への影響をできるだけ少なくするためにサービスを継続、又はできる限り早期に

 再開すること

④ 定期的に教育･訓練を繰り返し、取り組みのための課題を洗い出すとともに、迅速な行動
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　「中期事業計画」の重点取組のうち、令和７年度に「淡島学園」が取り組むべき事項について、

次のとおり取りまとめた

１　障害者支援施設の運営

（１）基本生活支援

　常に利用者の人権を尊重し、適切な福祉サービスを提供するよう心がける。また、保護者を

対象としたアンケート調査、保護者総会や利用者自治会での要望等の聴取により、課題を抽出し

改善すべき点は改め、利用者満足度を高めていく。

（２）人権の擁護・虐待の防止支援

　人権の擁護・虐待の防止をテーマとした職員研修を重ねて実施するとともに、「虐待チェック

リスト」による支援の振り返りを通じて、虐待の早期発見・対応に努めることとする。また、

人権擁護・虐待防止を施設全体で実践するため、生活支援員をメンバーとする「虐待防止委員

（人権委員）」の積極的活用を図る。

（３）社会生活支援

　利用者の社会生活への参加能力を高めるため、地域における活動体験を通じて、社会の規律や

仕組み、金銭感覚などを学んでもらい、場面に応じた行動がとれるよう支援する。

　※地域の商業施設における買物実習の実施

（４）職業支援

　利用者の能力に応じた作業参加を支援し、日々作業を行うことにより、勤労意欲を養い、社会

では常に働くという意識を持てるように支援する。

　※利用者の障害の程度などに応じ、4班に分かれて作業を実施(6年度まで5班体制→4班に集約)

（５）健康管理支援

　利用者の高齢化に伴い、体力の低下とともに白内障・難聴・関節の痛みや様々な病気の発症が

増えるため、健康の維持・増進、疾病の予防と早期発見・早期治療に努める。このため、日常に

おいて看護師が医療面の健康管理を担当するとともに、新たに口腔衛生指導職員(非常勤)を配置。

また、医療機関とは連携を密にして、利用者が心身ともに健康な生活を送れるよう支援する。

 フラワー班

 スマイル班

 エール班

 ピース班

班の名称
班別の人数

支援の観点等

13

13

14

14

12

男 女 計

旧ひまわり班。身体の保持・情緒安定を図り、基本的な生活習慣の確立と身
体各部の機能訓練を行い、心と体の調和した発達を支援。

感染症の拡大を防ぐため通所者だけの班を編成。この班では、能力に応じた
作業訓練を行い、自主性や協調性が養われるよう支援。

エールとカモトを統合。園芸、手芸、造花の組立作業などを通じて、ものを
つくる喜び・楽しさを知り、協調性や責任感が養われるよう支援。

旧アサヒ班。造花の組立作業などを通じ、意欲や根気強さを養い、作業の喜
びを知り、他の利用者との協調性を図り、責任感を持てるよう支援。

24

25

11

6

10

24

20

淡島学園の部
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　※協力医療機関

村上内科外科医院（阿南市）／内科・外科 虹の橋葵ホスピタル（徳島市）／精神科

冨田病院（美波町）／精神科 杜のホスピタル（阿南市）／精神科

神原歯科医院（阿南市）／歯科 木下産婦人科医院（阿南市）／産婦人科

　※定期健康診断（年2回）、協力医療機関による健康相談（毎月）、成人病検診、レントゲン検診、

　　インフルエンザ予防接種（以上年1回）、歯磨き指導（年2回）と歯科検診（年1回）、

　　長期投薬者の健康診断（随時）の実施。

　※AED（自動体外式除細動器）の設置、害虫駆除（年2回）の実施など。

（６）給食支援

　食事は人間の楽しみの一つであることから、楽しい雰囲気の中で美味しいものを食べられる

よう、給食業務を委託している業者と随時話し合いの場を設け、利用者が好む食べ物を多く取り

取り入れるよう助言する。また、健康管理の面から、肥満や成人病の予防に力を入れ、食事の

摂取量や内容、適度な運動の促進などに留意する。既に病気を持っている利用者には、かかり

つけ医による食事処方（療養食献立）と投薬で回復するよう努める。

　※委託業者と学園職員の協議の場「給食委員会」を設置

（７）職員の資質の向上

　職員には、施設内外における研修会への参加を通じて、生活介護と入所支援に必要な知識や

技能を身に付けてもらうとともに、利用者の障害の特徴と留意すべきことを理解してもらう。

併せて、人権擁護・虐待防止等の面における資質の向上に努める。

　また、業務遂行に有益な「社会福祉士」資格の取得を奨励するため、研修受講の際の補助や

資格取得時の給与面での優遇措置について、引き続き実施する。

＜施設内研修計画＞

 防火管理者

 口腔衛生職員

 阿南市

  阿南医療センター

 防災委員

 南部県民局

 阿南消防署

 阿南消防署

 虐待防止委員

 サビ管

 サビ管

 サビ管

心肺蘇生法②

身体拘束防止

来年度に向けて見直し①

来年度に向けて見直し②

来年度に向けて見直し③

11

12

コンプライアンス  サビ管

防災教育・消火訓練  防火管理者

 サビ管

起震車体験

心肺蘇生法①

 サビ管

研修（１）

防災教育・防災器具の取扱

月

 生活支援員

※講師等の都合で変更することもあります

講師等

ハラスメントの防止

・

人権尊重・倫理綱領

健康管理マニュアル

事故防止マニュアル

感染症のＢＣＰ

研修（２）

研修内容研修内容 講師等

7

・

口腔衛生・ハミガキ指導

交通安全講習

感染対策講習

　・

5

3

　・

9

1

2

　・

6

虐待防止について  虐待防止委員

個人情報の取扱い

8 震災対策

10

・

 危機管理委員

 虐待防止委員

 感染対策委員

 防災委員災害対応のＢＣＰ

記録の書き方①  サビ管

記録の書き方②  サビ管

4
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＜災害時の避難訓練等＞

（８）環境整備・施設整備

　施設の敷地及び建物内の美化を進めるとともに、居室整備委員が中心となり利用者身辺の整理

整頓と清潔の保持に努める。また、施設・設備の損壊に対し迅速に修理・修繕し、利用者が安心

して心地よい生活を送ることができるよう努める。

　※新たな社会福祉充実計画（計画期間：令和7年度～令和11年度）に基づき実施

（９）苦情解決体制の整備・支援

　利用者に提供した福祉サービスに関し、利用者やその保護者からの苦情や相談に迅速かつ適切

に対応するとともに、利用者の権利侵害や虐待を未然に防ぐためのツールとしても活用するなど、

利用者の満足度を高める。このため、苦情解決体制を整備し、苦情内容やその解決状況を公表

するよう努める。

　※苦情解決相談窓口を設置するとともに第三者委員を委嘱（委員の任期：令和7年5月28日まで）

２　相談支援事業

（１）運営方針

　相談支援事業を利用する障害者等が、自立した生活または社会生活を営むことができるよう、

身体の状況や置かれている環境等に応じて、利用者またはその保護者の選択に基づき、適切な

障害福祉サービス等が、多様な事業所から総合的・効果的に提供されるよう、援助を適切に行う。

これらの業務を実施するため、相談支援専門員２名を配置するとともに、円滑な業務引継が

できるよう、令和４年度から２名の職員を兼務させている。

　※対象は、阿南市、小松島市、那賀町に居住する知的・精神・身体の各障害者、障害児及び難病の者。

（２）支援の提供方法

　サービス等利用計画を作成し、利用者またはその家族の同意を得て対象となる市町へ提出。

計画作成後、利用者等と面接し、経過を把握。計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう

福祉サービス等の事業者等との連絡調整を行う。福祉サービス等の実施状況や利用者の状況に

ついて定期的に再評価を行い、サービス等利用計画の変更、支給決定の更新申請等に必要な援助

を行う。

　利用者がサービス等利用計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス等利用計画の

変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、サービス等利用計画を変更

する。利用者が居宅で日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、または利用者が

障害者支援施設等への入所または入院を希望する場合には、障害者支援施設等への紹介その他の

便宜の提供を行う。

年2回

月1回

年2回

非常時の備蓄等の状況訓練等の種類

〇地震・津波避難訓練

1,200食分

600本

〇火災避難訓練

実施状況等

月1回

配置状況

〇防犯装置（機械警備、防犯カメラ）〇消防署の指導によるＡＥＤ操作訓練

〇地元消防団の指導による消火訓練

〇非常食（水､白飯､パン他）の備蓄

〇非常時の水の備蓄

〇災害用品（タオル､毛布､懐中電灯等）
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（３）利用者の記録や情報の管理・苦情解決

　利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示する。また、苦情

等については、障害者支援と同様、苦情等の受付窓口を設置し、責任者及び受付担当者を指名

するとともに、第三者委員を委嘱する。

３　地域貢献活動

　小中学生の下校時に青パトを使った見守り活動は、平成28年度から続けており、地域住民の

安心・安全に寄与していることから、令和7年度も引き続き実施。

　また、淡島海岸や東部公園、浜の浦公園などの清掃活動、相互応援協定を締結した畭町内会

との交流推進など、多様な活動を行うこととしている。

　さらに、毎月第２土曜日の午後、学園において自由参加の茶話会、創作活動、カラオケ、レク

リエーションなどで気分転換と情報の共有を図る場づくり「ほんわかカフェ」を開催することと

している。

４　年間行事予定

・ 作業班別ピクニック

・ 春の健康診断

・ 春の健康ウオーク

・ フラワー班行楽

・ 害虫駆除

・ 納涼祭

・ 結核予防（レントゲン撮影）

・ ピース班行楽

・ ぶどう狩り、ドライブ等の行楽

・ 還暦の祝い

・ 秋の健康診断

・ クリーン活動　　

・ エナジー出展

・ 消防団との訓練

・ 学園創立記念日 ・

・ 害虫駆除、食事会 ・ ハッピー体操

・ 買物に行こう、インフルエンザ予防接種 ・ 出張スポーツ

・ クリスマス会 ・ 四電青年部慰問

・ 大掃除、買物実習 ・ 阿南人権フェス

・ 美化活動

学　園　行　事

・

・
・

・ ハッピー体操

月

3

5

6
・
・

初詣、書初め
成人を祝う会
歯科検診車

・
・
・

7

モーニングウオーク大会

8

9

・
・

運動会
エール班行楽

※

新年会

・

10

11

12

1

・

・
・
・

2

上記のほか毎月、誕生会、バースデーランチ、買物実習、カルチャー活動（絵画、習字、茶道）、
テイクアウト食・アフタヌーンティ（隔月交互）、往診（村上内科、吉田歯科）あり。

・
畭町文化祭出展
と見学

・
・
・

ボッチャ
ハッピー体操
出張スポーツ

・
・

ハッピー体操
出張スポーツ

・
・

ハッピー体操
出張スポーツ

・ ハッピー体操

日帰り旅行
スマイル班行楽

・ 出張スポーツ

保護者会行事

クリーン活動

ふれあいの日
ノーマピック
ハッピー体操

保護者会役員会
及び総会

・

4 ・

スポーツ関係

・

地域交流行事

・

ゆうあいスポーツ
ハッピー体操
出張スポーツ

親睦旅行

美化活動

・ 淡島祭

・ 出張スポーツ

出張スポーツ

出張スポーツ

・

・

・ 那賀川図書館展示

フライングディスク
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